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ナシ「幸水」のトンネル栽培における11月下旬の年一回施肥法

ニホンナシ「幸水」のトンネル栽培において、県施肥基準の施肥時期に対応した窒素溶出

パターンの肥効調節型肥料により、11月下旬の年一回施肥が可能で、省力化が図られる。ま

た、県施肥基準窒素量の８割でも収量・品質・葉中窒素含量は同等である。
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研究のねらい

近年「幸水」のトンネル栽培では、樹勢低下や着花不良等のため単位面積当たりの収量が低

くなっており、これが販売価格の伸び悩みとともに農家経営を不安定にしている。ここでは、

肥効調節型肥料による施肥回数の削減による省力化と生産の安定を図る。

研 究 の 成 果

１．県施肥基準の施肥時期に対応した窒素溶出パターンの肥効調節型肥料により、11月下旬の

年一回 施肥が可能となり、施肥回数の削減による省力化が図られる（表１）。

２．雑草草生栽培における肥効調節型肥料の溶出率は地表面施用と地中（深さ10cm）施用で差

が少な い（図１）。

３．年間窒素投入量を県基準の８割量とした肥効調節型肥料区では、３ヶ年の葉中窒素含量は

県基準区と比べ同等である（図２）。

４．肥効調節型肥料区では、果実品質や一樹あたり収量は県基準区と同等である（表２）。

５．10ａ当たりの施肥に係る生産費は肥効調節型肥料導入により、県施肥基準の91％となる

（表３）。

普及上の留意点

１．肥効調節型肥料の窒素溶出速度は地温に強く影響されるので、11月下旬の施用時期を厳守

する。

２．肥効調節型肥料施用の場合、土壌が過乾燥のときは窒素の溶出やその根群域への浸透が遅

れるのでかん水や敷き草など、保水のための管理を行う。

３．2003～2005年に八代郡氷川町のナシ生産農家ほ場における現地試験の結果である。






